
 
 

第 11次横浜市消費生活審議会 

第１回施策検討部会 

 

議事次第 
        

平成 29年２月 17日(金) 午前 10時から 

                    松村ビル別館 503会議室 

 

１  開  会 

 

２ 議  題 

(1) 部会長の選出について 

(2) 会議録確認者の選出について 

(3) 横浜市における市内事業者との連携・協力のあり方について 

(4) その他 

 

３ 閉  会 

 

【資料】 

資料１   第 11次横浜市消費生活審議会施策検討部会委員名簿 

資料２   第 11次横浜市消費生活審議会 施策検討部会の運営について（案） 

資料３   横浜市における事業者との連携・協力のあり方について 

資料４   政府広報オンライン『不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブ 
ルに遭ったら「消費者団体訴訟制度」の活用を！』 

資料５－１ 適格消費者団体による差止請求 

資料５－２ 平成 25年以降の主な差止請求訴訟・是正申入れ 
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１ 審議テーマ：横浜市における市内事業者との連携・協力のあり方について 

 

 

 

 

 

 

 

２ 部会において御審議いただきたい各テーマ【案】 

   次の４項目を主なテーマに御審議いただきたい（報告書において方向性をお示しいただいたり、御提言いただきたい項目です）。 

 

【第１回審議会資料に掲げた項目】  【各項目における現状と課題の再整理】                      【施策検討部会における審議テーマ修正案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 次横浜市消費生活審議会 施策検討部会の運営について（案） 

【第１回消費生活審議会での決定事項】 

★「市内事業者」とは、市内で事業展開している事業者とする。 

★消費者と直接接している事業者を主な対象とする。 

★「見守り」と言った場合の見守りの対象は、高齢者に限らず、若者等も含めたすべての消費者とする。 

★事業者と連携しての消費者教育についても検討する。 

 

① 市内事業者に対する 

情報の伝え方 

（事業規模、ビジネス 

モデルに応じた手法や 

伝えるべき内容） 

 

② 市内事業者と連携・ 

協働した消費者被害 

防止の視点からの見 

守りの方法 

 

 

③ 市内事業者による従 

業者教育としての消 

費者教育の推進 

 

 

④ その他（適正な事業 

者を選択するための消費者

教育の方法等）、まとめ 

「① 事業者への情報伝達のありかた」（経営者対象） 

消費者保護について事業者として必要な情報を届け、必要な対応をしていただくために、

どのような情報提供方法が望ましいのか、また、事業者の経営者の方に優先順位を上げて

対応していただけるように動機づけするための方策はどのようなものがあるかについて 

など 

「②従業員への消費者教育の推進に向けた取組み」（経営者・従業員対象） 

消費者教育推進法第 14 条第３項に規定されている事業者の責務としての従業員への消費

者教育を実施していただくために必要な事項について（どのような教材・資料があれば取

り組んでいただけるか、例えば準備期間を要せず行える研修ツール〈ホームページ上にク

イズ方式の簡易なチェックシートを設けるなど〉があればよいか）、経営者の方に優先度を

上げて取組んでいただくための方策 など 

《現状》市から事業者に対して、消費者行政情報を提供できていない。 

【課題】消費者裁判手続特例法改正により、消費者契約における事業者の訴訟リス 

クが生じる可能性がある。 

従来から使用している契約書の内容を再確認するなど、法改正を受けての 

点検が必要だということが十分に知られていない。 

 

《現状》市内事業者において従業員への消費者教育が進んでいない。 

【課題】一般消費者向け啓発講座は平日の昼間に開催される例がほとんどであり、 

市民の約 51.8％にあたる被用者が受講する機会が乏しい。 

 
 

《現状》市において事業者と連携した消費者教育が行われていない。 

【課題】本市の消費者教育推進において、「職域」に対する消費者教育、「職域」と 

   連携した消費者教育があまり進んでいないため、「家庭、学校、地域、職域」 

の生活領域にわたる消費者教育推進のために、「職域」と協働しながら推進 

していく必要がある。 

《現状》「第 10 次審議会報告書」を受けて、消費者被害防止の視点を加えた高齢者

の見守りのしくみつくりに取組み始めた状況である。 

【課題】地域では見守りの担い手が不足しており、既存の担い手に対してもさらに 

負担をかけられない。 

また、成人年齢引下げにより、消費者被害のリスク増加の恐れがある若者 

に対する取組が行われていない。 

喫緊の課題 

「③事業者と連携した消費者教育の推進」（顧客・一般消費者対象） 

 事業者代表の委員から所属機関等における取組状況などをご紹介いただく（例えば、佐

藤委員からＡＣＡＰ表彰受賞企業の事例をご紹介いただく）などにより、業界団体、事業

者団体、事業者における好事例・先行事例を参考に、「顧客に対しての消費者教育」、「ＣＳ

Ｒとしての消費者教育」としてどのようなものが考えられるか など 

「④市内事業者と連携・協働した消費者被害防止の視点からの見守りの方法」 

 （一般消費者・地域社会対象） 

地域と接する事業者と連携した見守りに関するアイディアについて（高齢者対象、若者対象

などターゲットを絞った場合、地域に暮らすすべてを対象とした緩やかな見守りの場合）など 
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・消費者契約法

・消費者団体訴訟制度（資料４：紙配布）

・適格消費者団体による差止請求

（資料５－１、２：紙配布）

１ 消費者関連法令の概要

２



１－１ 消費者契約法の概要

●民法の特別法として、事業者と消費者の間の消費者契約に

幅広く適用される民事ルール。

●労働契約以外の消費者と事業者の間のすべての契約に適用

される。
消費者契約の取消し 消費者契約の条項の無効 消費者団体訴訟制度

消費者が、事業者の不当
な勧誘行為により、
「誤認」又は「困惑」して
契約した場合には、契約を
取り消すことができる。

↓
法改正により、「過量な

内容の契約」についても取
消が可能になる。

消費者に一方的に不利・
不利益になる契約条項、
事業者の責任を免除したり、
軽減する免責条項や違約金
に関する条項は、全部又は
一部が無効になる。

↓
法改正により、不当条項

に消費者の解除権を放棄さ
せる条項が追加される。

適格消費者団体は、事業
者の消費者契約法違反行為、
特定商取引法違反行為、景
品表示法違反行為、食品表
示法違反行為に対して、
差止請求権を行使すること
ができる。

出典「Check＆Try これだけは知っておきたい消費者契約法」（神奈川県）
３



１－２ 消費者契約の取消要件

●消費者が事業者の不当な勧誘行為により、「誤認」または「困惑」して契約し
た場合には、契約を取り消すことができる。

出典「Check＆Try これだけは知っておきたい消費者契約法」（神奈川県）

区 分 取消事由（成立の要件） 消費者契約法の適用

誤

認

型

不実告知
事業者が勧誘の際に、契約内容の重要事項（※）について事実と異なるこ

とを告げ、消費者が告げられた内容を事実と誤認し、それによって契約締結
の意思表示をしたこと ※法改正により重要事項の範囲が拡大

消費者が誤認に気付い
た時から６か月以内
（※）で、かつ、
契約締結の時から５年以
内ならば、
消費者は契約締結の意思
表示を取り消すことがで
きる。
※法改正により１年間に
延長される

断定的判断の
提供

事業者が勧誘の際に、契約の目的物の将来における価値、消費者が将来受
け取るべき金額など将来における変動が不確実な事項について、断定的判断
を提供し、消費者が提供された断定的判断の内容を確実であると誤認し、そ
れによって契約締結の意思表示をしたこと

不利益事実の
不告知

事業者が勧誘の際に、ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項につ
いて消費者の利益となる旨を告げ、かつ、その重要事項について消費者の不
利益となる事実を故意に告げなかったことにより、消費者が不利益となる事
実がないと誤認し、それによって契約締結の意思表示をしたこと
（注）ここでいう「重要事項」の範囲は、法改正による変更なし

困

惑

型

不退去
事業者が勧誘の際に、消費者がその住居・職場から退去すべき旨の意思表

示をしたにもかかわらず事業者が退去しなかったことにより、消費者が困惑
し、それによって契約締結の意思表示をしたこと

消費者が困惑の状態を
脱した時から６か月以内
（※）であれば、消費者
は契約締結の意思表示を
取り消すことができる。退去妨害

事業者が勧誘の際に、消費者が勧誘されている場所から退去する旨の意思
表示をしたにもかかわらず事業者が消費者を退去させなかったことにより、
消費者が困惑し、それによって契約締結の意思表示をしたこと

４
※法改正により過量な内
容の契約の取消が追加



１－３ 取消要件の主な事例

《不実告知》
●「当センターの派遣する家庭教師は東大生です」との勧誘で契約したが、
やってきた家庭教師は東京○○大学の学生であり、勧誘内容と違った。

●「NTTの回線がアナログからデジタルに変わり、今までの電話が使えなくなる。
この機会を取り付けると、使えるだけでなく電話代が安くなる」という勧誘で
契約した。

出典「Check＆Try これだけは知っておきたい消費者契約法」（神奈川県）

《断定的判断の提供》
●「米国は金利が高く経済も好調なので、円高にはならない」と言われてドル建
ての外債を買ったが、円高になった。
※「言った、言わない」の水掛け論になりやすい（立証責任は消費者にある）。

●月２万円は確実に稼げると勧誘されてシステムを購入した。

５



１－４ 取消要件の主な事例

《不利益事実の不告知》
●『眺望・日当たり良好』という業者の宣伝文句につられて住宅を購入したが、
半年後、家の前の敷地に８階建てのマンションが建ち、日当たりがさえぎられ
てしまった。業者はマンションの建設計画を知っていたが、売り上げに影響す
ると考え、消費者には何も告知せずに住宅を販売していた。

※事業者の故意の立証責任は消費者にある。

出典「Check＆Try これだけは知っておきたい消費者契約法」（神奈川県）

《不退去、退去妨害》
●ホテルの展示会に連れて行かれ、帰宅したいと告げたのに勧誘を続けられて退
去させられず、ネックレスを買わされた。

※口頭以外の手段による意思表示も含まれる。
※「退去させない」とは、退去を困難にさせた場合を広く意味する。

６



１－５ 消費者契約の条項の無効

●契約書や約款の条項であっても、消費者契約法で無効とされる場合は、その条
項は効力を持たない。

出典「Check＆Try これだけは知っておきたい消費者契約法」（神奈川県）

区 分 取消事由（成立の要件） 消費者契約法の適用 無効となった場合

事業者の損害賠償責
任を免除する条項

事業者の債務不履行や不法行為により消費者に生
じた損害を賠償する責任を一切負わないとする（全
部免除）条項

無効となる。 問題となっている契約条
項は、初めからなかったこ
とになり、事業者は消費者
に対して、民法、商法の規
定に基づく損害賠償責任を
負うことになる。

有償契約において、目的物に隠れた瑕疵があると
きに、その瑕疵により消費者に生じた損害を賠償す
る責任を一切負わない（全部免除）条項

事業者の債務不履行や不法行為により消費者に生
じた損害を賠償する責任の金額に限度を設けている
（一部免除）条項
※法改正により無効とする条項が追加される

事業者の債務不履行や不法行
為が、事業者、その代表者又は
使用人の故意又は重大な無過失
による場合、無効となる。

消費者が支払う損害
賠償額を予定する条
項

消費者契約の解除に伴う過大な損害賠償額を予定
し、又は違約金を定めた条項

同種の消費者契約の解除に伴
い、その事業者に生じる平均的
な損害額を超える部分は無効と
なる。

事業者は、消費者に対し
て平均的な損害の範囲でし
か損害賠償を請求できなく
なる。

金銭債務の履行遅滞に伴う損害賠償額を予定し、
又は違約金を定めた条項

支払期日の支払残高に
年14.6％を乗じた額を超える部
分は無効となる。

事業者は、消費者に対し
て年14.6％を超える金額は
請求できなくなる。

消費者の利益を一方
的に害する条項

民法、商法その他の法律の任意規定適用の場合に
比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を
加重する条項（※）であって、民法で規定する信義
則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
※法改正により例示が追加される

無効となる。
法的には、消費者は、事

業者の主張通りに履行する
必要はない。

７



１－６ 条項無効の主な事例

《事業者の損害賠償責任を免除する条項》
●スポーツクラブで指導員の指示どおり、器具を操作して運動していたところ、
器具の設置が不十分で、転倒し怪我をした。スポーツクラブに治療代等を請求
したが、「スポーツクラブ内で起こった事故については、スポーツクラブは一
切責任を負わない」という契約書の条項を盾に応じようとしない（全部免除）。

出典「Check＆Try これだけは知っておきたい消費者契約法」（神奈川県）

《消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項》
●結婚式場を予約したが１年前に都合でキャンセルした。すると「実際に使用さ
れる日から１年以上前までの場合、契約金額の80％を解約料として申し受けま
す」という契約条項を理由にキャンセル料を請求された（過大な損害賠償額）。

→事業者に生じる平均的損害額を超えた部分について無効となる。

●「毎月の家賃は前月末までに払うものとする。期限を過ぎた際には、月の家賃
に対して年30％の遅延損害金を払うものとする。」（金銭支払い債務について
の高額な遅延損害金）

→年14.6％を超える部分（30％－14.6％＝15.4％）が無効となる。

８



１－７ 条項無効の主な事例

《消費者の利益を不当に害する条項》
●子犬を買ったが、感染症に罹患していたため死んでしまった。しかし、生命保
証制度に加入していない場合には免責になるといって、責任を認めない。

●賃貸住宅の賃貸借契約が終了したが、敷金を返してくれない。
→自然損耗や通常の使用による損耗について、賃借人に原状回復義務を負わせる
特約については無効になる。

出典「Check＆Try これだけは知っておきたい消費者契約法」（神奈川県） ９



１－８ 消費者契約法改正の概要

平成28年６月３日成立（施行予定日：平成29年６月３日）

（１）過量な内容の契約の取消しを追加（①消費者契約の目的となるものの分量等が当該消

費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを、②勧誘の際に事業者が知っていた
場合において、消費者が、その勧誘によって当該消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をしたと
きに取り消すことができる）

（２）不実告知における重要事項の範囲の拡大（物品、権利、役務その他の消費者契約の目

的となるものの質、用途その他の内容、及び対価その他の取引条件のほか、「物品、権利、役務そ
の他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益につ
いての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情」が追加される

（３）取消権の行使期間を６か月から１年に延長
（４）無効とする条項の追加（事業者の債務不履行等の場合でも、消費者の解除権を放棄させる

条項）

（５）消費者の利益を一方的に害する条項に例示を追加（消費者の不作為をもって意思

表示をしたものとみなす条項）

※ほかに、取消の効果に関する規定、差止請求の規定に関する改正

10



２ 市内事業者の状況について

11



２－①
～人口の状況～

（※）

※平成27年国勢調査の確定値は3,724,844人。

出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局）
12



２－②
～事業所数～

出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局）

平成26年における民営の事業所数は119,509事業所、従業者数は1,491,000人。

13



２－③
～事業所数・従業者数が多い業種～

出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局）
14

民営事業所数は「卸売業・小売業」が最も多い（H26年で28,002事業
所）。増加が著しいのは「医療・福祉」（H21→26年で2,591増加）。



２－④
～中小企業者・小規模企業者の数①～

●平成26年の中小企業者・小規模企業者は76,784者で全体の99.6％

（大企業者は317者）。

●従業者数は、中小企業者・小規模企業者は大企業者の約１／３

（中小：123,905人、大企業者：369,194人)

出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局）
15



２－⑤
～中小企業者・小規模企業者の数②～

出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局） 16

産業別にみると中小企業者の構成比が高い順に「卸売業・小売業」、
「建設業」、「宿泊業・飲食サービス業」。



２－⑥
～就業者数～

出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局）

平成24年の市民就業者数は191万5,800人で、産業大分類別にみると多い順に
「卸売業・小売業」、「製造業」、「医療・福祉」。

17



※消費生活相談件数や主な相談概要は、横浜市消費生活総合セ

ンターが平成28年１～12月に受付けた相談情報（23,581件）

について、全国消費生活情報ネットワークシステム

（ＰＩＯ－ＮＥＴ：パイオネット）から抽出した。

【23,581件の内訳】 商品 10,525件（44.6％）

役務 12,487件（53.0％）

その他 569件 （2.4％）

３ 横浜市における消費生活相談状況

18



３－①
～平成28年の消費生活相談～

19

【平成28年相談の上位10品目 商品・役務別件数】
●上位の商品・役務の傾向は、近年あまり変わっていない。
●デジタルコンテンツ、インターネット接続回線、携帯電話サービスといっ
た、「ＩＴ産業に関連する相談」が上位に多い。

順位
平成28年

〈28年１月～12月〉
平成27年度

〈27年４月～28年３月〉

1 デジタルコンテンツ 4,670件 5,441件（１位）
2 不動産貸借 1,112件 1,106件（２位）
3 工事・建築 872件 952件（３位）
4 商品一般 862件 822件（５位）
5 インターネット接続回線 812件 939件（４位）
6 携帯電話サービス 613件 595件（６位）
7 健康食品 582件 430件（８位）
8 役務その他サービス 528件 481件（７位）
9 修理サービス 330件 350件（９位）
10 フリーローン・サラ金 296件 308件（10位）

そ の 他 12,904件 12,921件
合 計 23,581件 24,345件



３－②
～ＩＴ産業に関連した消費生活相談①～

●デジタルコンテンツ（１位）…インターネットを通じて得られる情報で、アダ
ルトサイト・出会い系サイト等の不当請求に関する相談など。
80歳以上を除く各年代で件数第１位となっている。
【相談概要】

携帯電話に、利用した覚えのないアダルト動画サイトからメールが届き、利用料が未納だという。具体
的な利用日や利用サイトの記載はされていないが、本日中に連絡しないと法的手段を取ると書かれている
ので不安だ。どう対処したらいいか。 （70歳代 男性）

●インターネット接続回線（５位）…プロバイダやインターネット回線の料金、
サービス内容に関する相談。平成28年５月施行の電気通信事業法改正により、契
約書面の交付義務や初期契約解除制度の導入などの消費者保護ルールが強化され、
相談件数は減少傾向。
【相談概要】

２日前、大手通信会社の代理店を名乗るところから、「プロバイダを変更すると月々500円安くなる」
という勧誘電話があった。料金が安くなるならと思い承諾したら、事業者の担当者は「すぐに契約書類を
送ります」といった。しかし、よく考えると、やはり自分には必要のない変更だと思ったのでキャンセル
したい。まだ契約書は届いていないがキャンセルできるのだろうか。 （60歳代 男性）

20



３－③
～ＩＴ産業に関連した消費生活相談②～

●携帯電話サービス（６位）…携帯電話やＰＨＳ、自動車電話等の移動通信及び
付帯するサービスに関する相談（留守番電話や転送電話など）。
【相談概要】

３日前スマホを携帯ショップに行ったところ、店員から携帯電話の端末代86,000円を、一括払いにする
ならば３万円だと言われたので、購入し通信契約をした。帰宅後、通信契約の内容を確認しようとしたが
書面を貰っておらず確認できなかった。店員から聞いた説明を思いだし計算したら、端末代金を分割払に
した場合に適用される割引がないため、２年間で支払う通信料の総額はそれほど安くなっていないと気づ
いた。店員から「端末代を大きく割引く」と言われ、あたかも大きな割引のように思ったが、実際の料金
プランについて説明がなく、理解しないまま契約してしまった。書面も交付されていない。
解約したい。（年代、性別 不明）

【参考】市内のＩＴ産業の状況（出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局）

●平成26年の事業所数は3,032事業所、従業者は89,358人。
●事業者数、従業者数とも港北区が最も多い（504事業所、16,839人）。

21



３－④
～不動産業に関連した消費生活相談～

●不動産貸借（２位）…20歳代から50歳代の各年代で件数第２位。
レンタル・リース・貸借に関する相談（1,244件）のうち不動産貸借が1,112件

を占める（構成比89.5％）。その他は、教養娯楽品（ＤＶＤなど）55件、乗り物
（レンタカーなど）30件、被服品（貸衣装など）17件など

【相談概要】
昨年８月に、１年５か月居住した賃貸マンションを退去した。送付された敷金

の精算書には、クリーニング代金35,000円等の計51,000円と、天井や壁・玄関の
クロスの張替等の費用で計10万５千円の修理代金を請求され、敷金７万７千円を
差し引き２万８千円を支払う様に書かれていた。管理会社の担当者に、「契約書
の特約にはクリーニング代金の記載があり、支払うつもりでいるが、喫煙しておらずクロスを汚していな
いのに、高額なクロスの張替代金54,000円を支払いたくない。」と伝えると、精算し直すと言われたが、
何の連絡もない。（年代、性別 不明）

【参考】市内の不動産業の状況（出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局）

●平成26年の不動産賃貸業・管理業所数は8,545事業所、従業者数で29,862人で、
不動産業・物品賃貸業全体の事業所数の約75％、従業者数の約59％を占める。

22



３－⑤
～工事・建築に関連した消費生活相談～

●工事・建築（３位）…屋根工事・増改築工事・衛生設備工事等に関する相談。
80歳以上の件数第１位、60歳代・70歳代の件数第２位となっている。

●872件のうち、販売形態が訪問販売による相談が503件（構成比57.7％）。「契
約・解約」に関する相談が540件（構成比61.9％）あり、施工に関する相談よりも
多い。
【相談概要】

仕事から帰宅すると、『床下環境改善工事５０万円』という見積書が置いてあり、母に事情を聞いたと
ころ、昼間に以前床下の工事をしたという事業者が訪問し、無料で床下の点検をすると言われたという。
しかし、事業者名に聞き覚えがなかったので、「今、家の者がいないから。」と断ったが、強引に床下の
点検を始めてしまったという。すると、「排水管に亀裂があり水漏れしているし、ネズミの死骸もある。
早く修理した方がよい」と言われ、そのまま作業を始めてしまったという。母には作業を止めることが出
来ず、言われるままに書類にサインもしてしまった。代金はまだ払っておらず、後日集金に来るので、用
意しておくように言われたという。見積書には、排水管亀裂修理、床下補強工事、ネズミ死骸処理、消毒
等と記載されている。私が床下を見た時には、ネズミの死骸は無いが、どこが修理されたのか分からな
かった。（70歳代 女性）

【参考】市内の建設業の状況（出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局））

●平成26年の事業所数は11,203事業所で、従業者数は93,139人。
●全国と比較すると「建築リフォーム工事業」や「管工事業」の構成が大きい。

23



３－⑥
～商品・商品一般に関連した消費生活相談～

●商品一般…商品の特定ができなかったり、身に覚えのない架空請求の相談等
●商品に関する相談（10,525件）のうち件数が多い上位５種別
①土地・建物・設備 ②教養娯楽品 ③食料品 ④被服品 ⑤住居品

【相談概要】
①昨夜携帯電話に見知らぬ番号から電話が架かった。当初は応答し
なかったが、折り返し電話をしてしまった。女性の自動音声で
「ご当選おめでとうございます」と言われた。不審に思い、電話を
切ったが、今後、どうしたらいいか。（年代、性別 不明）

②クレジットカードの請求明細が届いた。買い物するときは、「一
括払い」と伝えたと思うのに、リボルビング払いになっており、手
数料がかかっている。どうしてこのようなことになってしまうのか。
（年代、性別 不明）

【参考】市内の小売り業の状況 出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局）

●平成26年の事業所数は14,217事業所、従業者数は148,080人。
●事業所の大型化が進んでいる。
●飲食料品小売業及びその他の小売業が事業所数、従業者数の３割前後を占める。

24



３－⑦
～その他～

25

●消費者と直接接する他の業種の状況 出典「データで見る横浜経済2015」（横浜市経済局）

【サービス業】
●平成26年の事業所数は52,777事業所、従業者数696,686人。
宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、生活関連サービス業・娯楽業が多い。

【運輸業・郵便業】
●平成26年の運輸業・郵便業の事業所数は3,237事業所、従業者数は92,978人。
●道路貨物運送業が事業所数で1,434（構成比44,3％）、従業者数で40,712人
（構成比43.7％）を占める。

●消費生活相談 287件（全体の1.2％、郵便・貨物運送200件、旅客運送82件）

【相談概要】
10月、他県居住の娘がネット通販で、来年３月出発のハワイ

行航空券２人分を購入し、クレジットカードで決済したが、
３日後にキャンセルした。すると、２人分で６万円の解約料
を請求された。納得できず業者に架電したが、「０から100％
以内の解約料がかかると記載している。」と言われた。
半年後の航空券なのに納得できない。業者ＨＰに解約料の説明もなかったはずだ。（40歳代、女性）
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適格消費者団体による差止請求 

『消費者団体訴訟制度「差止請求事例集」』（消費者庁）から抜粋  
 

※データは平成 25 年７月５日時点で事業者による対応が図られ、改定後の契約条項等を確認できて

いる事案及び訴訟が終了している事案（ 111 件 113 事業者）  

 
【消費者契約法に基づく差止請求の根拠条文】  
 不当条項に対する差止目が圧倒的に多い。  

 

 
１ 不当勧誘行為に該当する差止請求の例（12 事案）  
【不実告知】  
※コンピュータープログラム販売業が実際には有料であるのに、ウェブページ

上の確認画面等に無料であるかのような表示をしていた。  
 
【断定的判断の提供】  
※投資組合が株式公開の具体的な予定がないのに株式公開される予定であるな

どとパンフレットに記載するなどして消費者に告げていた。  
 
【不利益事実の不告知】  
※無線通信事業者がセット販売契約の広告・店頭での勧誘において、パソコン

を格安あるいは無料で購入できるとしながら、他方で当該事業者の通信プラン

を契約期間の途中で解約した場合には解約料が発生する旨の不利益事実を故意

に告げなかった。  
 

12 事案 
252 事案 



２ 不当条項に該当する差止請求の例（252 事案）  
【免責条項―債務不履行責任の全部免除】  
※スポーツクラブ利用契約において、施設の増改築、修繕又は点検により施設

の全部または一部を閉鎖、もしくは休業した場合であっても、利用会員の会費

支払義務が減免されることはないとする条項。  
※ペット販売において、販売した犬、猫を原因とする事故・伝染病・所有物の

汚染等に関しては一切責任を負わないとする条項。  
 
【免責条項―債務不履行責任の一部免除】  
※老人ホームの入所契約において、介護中の事業者の責任によるけが等の損害

賠償は、ホーム加入の損害賠償保険の範囲内にて行う旨の条項。  
※トランクルームの賃貸借において、事業者に故意又は重大な過失がある場合

でも直接損害に限り責任を負う旨の条項。  
 
【免責条項―不法行為責任の全部免除】  
※建物賃貸借契約において、賃貸借終了後７日が経過しても明け渡しが完了し

ない場合あるいは鍵が返還された後に建物内に動産類が残置されている場合に

は、賃借人はその所有権を放棄することを承諾し、賃貸人が任意に搬出・保管・

処分しても異議・損害の申し立てないとする条項。  
 
 
３ 消費者契約法第９条第１号に該当する差止請求（72 事案）  

契約解除の際の損害賠償の予定や違約金を規定する場合に、同種の契約の解

除の場合に事業者に生じる平均的な損害額を超える金額の場合には、その超え

る部分を無効とする。 

 



４ 消費者契約法第 10 条に該当する差止請求（136 事案）  
民商法その他の法律の任意規定による場合と比べて、消費者の権利を制限 

し、または義務を加重する条項であって、民法の信義誠実の原則に反し、消 

費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とする。 

 

136 事案中、不動産貸借業が 62 事案を占める。 

 

【建物賃貸借契約に関する主な差止請求条項】 

※「賃借人の原状回復義務」 

賃借人に故意・過失がないにもかかわらず、退去時に自然損耗等による汚損

も含めて賃借人にその原状回復に要する費用の負担を求める条項。 

※「自力救済」 

 賃料の未払い等があった場合に賃貸人がカギの交換や室内の物品の処分を任 

意に行えるとする条項。 

※「解除・中途解約時の違約金」 

 時の途中で契約締結した場合、締結月の賃料、共益費、管理費、その他必要 

費は日割り計算とし、月の中途で契約が終了したときは日割り計算せず、終 

了月分全額を支払うこととする条項。 

 

【他の業種における主な消費者契約法第 10 条に該当する差止請求条項】 

※オーダーレンタルには契約の解除には応じられないとする条項（貸衣装） 

※契約後のキャンセル・返品、返金、交渉は一切できないとする条項（携帯電 

話販売） 

※いかなる理由があっても、犬・猫の購入代金は返金しないという条項（ペッ 

ト販売） 
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平成 25 年以降の主な差止請求訴訟・是正申入れ 

 事業者名 適格消費者団体名及び経過 内      容 
 
１ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
東急不動産株式会社 
（有料老人ホーム） 
 
裁判外の是正申入れ 

    
↓交渉不調 

 
差止請求訴訟提起】 

 

 
公益社団法人 
全国消費生活相談員協会 

 
平成 25 年３月申入れ、 
     26 年６月一部対応も不当 

   条項残存 
     28 年２月差止請求訴訟 

提起 

 
裁判外の申入れに対し、前払金（入居一時金）を一括償還する条項を廃止したが、 
△新たに月払い方式を設定（支払方法が異なるだけで賃料額は同じであるとの説明） 
●一括払い方式に「保険料（入居一時金の 10％または 15％または 20％、割合は入居時年齢により定められる）」という名称の 
前払い金一部不償還条項（「入居日から３か月以内に契約が終了した場合を除き、居住期間にかかわらず返還しない」）を新設。 
賃貸借契約の性質を有するが、当該条項は賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により入居者に負わせており、民法と比 
較して消費者の義務を加重させる条項である。 
また、①「保険料」自体が非常に高額、②入居者の解約の自由を制限するなどによって、民法に規定する信義誠実の原則に 

 反して消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法第 10 条に該当する。   

 
２ 
 

 
株式会社アイダ設計 
（建築請負契約） 
 
裁判外の是正申入れ 

 

特定非営利活動法人  
消費者機構日本 
平成 25 年７月申入れ 

27 年７月契約書類改訂 
28 年８月合意 

 

●解除に伴う違約金条項…手付金(請負代金額の 20％程度)及び中間金の放棄による解除は、注文者が確認申請前後に契約を解 

除する場合及び注文者の債務不履行により事業者が解除する場合に必ず請負金額の 20％を支払う旨 

の解除に伴う違約金を定める条項ということになる。注文者が契約を解除する際の賠償額について、 

事業者に生じる平均的な損害の額を超えて定めており、消費者契約法第９条１号に該当する。 

→事業者に生じる損害は消費者が賠償し、その内容は事業者が書面により提示するように改正。 

 

●裁判管轄条項…管轄裁判所について、そこでしか第 1審の裁判が認められない専属的合意管轄を規定することは消費者の権 

利を一方的に制限するものであり（遠方の支店の利用者でも管轄裁判所でなければならない）、消費者契約法 

第 10 条に該当する。→管轄裁判所の規定を削除 

 

 
３ 

 
旭化成ホームズ株式会社 
（建築請負契約） 
 裁判外の是正申入れ 

 
特定非営利活動法人 
消費者機構日本 
平成 26 年５月申入れ 
   26 年 12 月契約書類改訂 

27 年１月合意 
 
 
 
 
 

 
 ●解除に伴う違約金条項・損害賠償条項…消費者が契約を解除する場合に契約手付金の全額及び諸費用のうち既に支出した金額 
                                      の合計額を、違約金とする条項は、業者に生じる平均的な損害の額を超えて定めとなる 
                   ため、消費者契約法第９条第１号に該当する。 

→契約解除に伴う損害額を消費者が賠償する規定に改正。 
 

●工事の延期・中止の損害賠償条項…工事の延期や中止が 60 日以上になった場合に、消費者の責に帰すことができない場合であ 
                っても一方的に消費者に損害賠償責任を負わせる規定は、消費者に不当に不利益を与えてお 

り、消費者契約法第 10 条第１号に該当する。 
→消費者の責に帰すべき事由がない場合を除外とする規定を追加。 

 
４ 

 
積水ハウス株式会社 
（建築請負契約） 
裁判外の是正申入れ 

 
特定非営利活動法人 
消費者機構日本 
平成 26 年 11 月申入れ 

  27 年７月契約書類改訂 
27 年８月合意 

 
●解除に伴う違約金条項…消費者の都合による契約解除の場合に手付金を違約金として事業者が受取ることとする条項は、事業 
           者に生じる平均的な損害の額を超えて定めとなるため、消費者契約法第９条第１号に該当する。 

→事業者が、解除時点までの設計業務報酬と損害を消費者に請求できる規定に改訂。 
（当該事業者の説明では、標準的な設計業務報酬の額は、付帯工事を除いた請負代金総額の 3％相当額 
程度となるとのこと。） 
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平成 25 年以降の主な差止請求訴訟・是正申入れ  

 事業者名 適格消費者団体名及び経過 内      容 
 
５ 

 
住宅情報館株式会社 
（旧城南建設、建築請負契約） 
 
裁判外の是正申入れ 

 

 

特定非営利活動法人  
消費者機構日本 
平成 27 年５月申入れ 

28 年６月合意 
28 年７月契約書類改訂 

 

 
●着工前契約解除時の本体工事価格 10%の違約金条項…着工前の解除の場合に企画料及び調査料として本体工事価格の 10％の 

違約金を支払い、10％を超えた場合にはその額についても支払う規定は、 

事業者に生じる平均的な損害の額を超えた定めで、消費者契約法第９条 

第１号に該当する。→設計業務費用をその進捗に応じて賠償請求できる 

規定に改正。 

 

●建物引渡遅延に伴う違約金を超える請求を認めない条項…事業者の債務不履行により生じた消費者の損害に対する賠償とし 

て、遅滞に応じて請負金額に年利 10％の割合で計算した違約金 

を支払い、その他一切の賠償を請求できない条項は、民法と比較し 

て、消費者に不当に不利益であり、消費者契約法第 10 条に該当する。 

→他の一切の賠償を請求できないとする規定を削除。 

 

●工事の変更・追加に伴う費用を全額発注者に求める条項…事業者に責がある場合に生じた工事の変更および追加についても 

                           全額を消費者に負担させる条項は、民法と比較して消費者の義務を 

加重させる条項であり、民法に規定する信義誠実の原則に反して消 

費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法第10条に該当する。 

                             →事業者に責がある場合を除外する規定を追加。 

 

●天災その他不可抗力による損害を発注者に求める条項…天災などの不可抗力による損害について、消費者に損害賠償責任を 

負わせている条項は、民法と比較して消費者の義務を加重させる条項 

であり、民法に規定する信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方 

的に害しており、消費者契約法第 10 条に該当する。→損害額の負担は 
両者協議により定めることに変更。 

 
 
６ 

 
株式会社ＮＴＴドコモ 

（携帯電話） 

 
特定非営利活動法人 

埼玉消費者被害をなくす会 

平成 27 年 11 月申入れ 

28 年７月差止請求書 

29 年１月差止請求訴訟

提起 

 

 

●無制限な約款変更権を定める条項…「当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金及びその他の 
提供条件は、変更後の約款によります。」との条項は、利用者である一般消費者にと 
っては「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」 
であり、消費者契約法第 10 条に該当する。 
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